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知っておきたいお金と税金のことがよくわかる
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数字で見る相続
「8.0％」という数字は、国税庁が発表した「平成27年分の相続税の申告

状況について」から、平成27年の被相続人数（死亡者数）129万444人の

うち、相続税の申告書の提出に係る被相続人数10万3,043人が占める割

合です。相続税の申告が必要だった被相続人の割合は、ここ10年前後4％

台で推移し、平成26年分は4.4％でしたが、平成27年1月1日の相続税の改

正で、平成27年は倍近く上昇しました。相続税基礎控除の引き下げで、これまで相続税がかからなかった人でも、相続

税がかかるようになったことが上昇の原因です。

　なお、被相続人を「都市部」に住む人に限定すると、相続税が課税される人の割合は、10～20％前後まで高まるこ

とが予想されます。

　相続・贈与について少しでも関心がある方は、お気軽にご相談ください。
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資産安心コラム

個人や法人が非居住者から土地や
借地権などの権利、建物、付属設備
などを買って譲渡対価を支払う場合
には、原則として所得税等の源泉徴
収をする義務が生じます（所得税法
212条ほか）。最近は人の動きがグ
ローバル化し、一見「居住者（国籍を
問わず日本に居住している方）」に
見える「非居住者（日本に居住して
いない方*1）」がいるようで、不動産
取引の際にトラブルが生じることが
あります。今回は、不動産取引の相
手が居住者かどうかを確認しなかっ
たため生じた悲劇を紹介します。

　東京で飲食業（大沢産業）を経営

する大沢孝之さんは、会社名義で土

地建物を林拓郎さんから購入する

ことにしました。大沢産業は、林さ

ん個人から購入する契約に基づき、

譲渡対価約7億6千万円をそのまま

林さんに支払いました。

　大沢さんは林さんを居住者だと

疑いませんでした。契約時の確認書

類（林さんの住宅兼事務所・貸駐車

場である土地建物の登記事項証明

書や印鑑証明書等）に、林さんの住

所として建物の所在地等が記載され

ていたからです。大沢さんが林さん

に確認した際、「居住者」と認識して

おり、支払いに対する課税関係の説

明をした際には林さんから疑義が

述べられることもありませんでした。

　後になって、税務署から大沢産業

に対して、「所得税の源泉徴収がな

されていない」として、源泉所得税

を納めるよう納税告知処分を受け

ました。林さんは対価を受け取る際、

米国に住所*2のある非居住者だっ

たことが判明したのです。

　非居住者が不動産を売却した場

合には、一定の条件*3に該当する場

合、その不動産の購入者は売買代金

の支払いの際、支払金額の10.21％

相当額を源泉徴収して税務署に支

払う義務があります。つまり、非居

住者に支払われる金額は、支払金額

の89.79％相当額で、残りの源泉徴

収した10.21％相当額については、

不動産の購入者が対価の支払いを

した翌月10日までに税務署に納付

することになります。売却した非居住

者は、確定申告をすることにより、源

泉徴収された金額が精算されます。

　大沢さんは納得できず、税務署を

相手取って裁判で争うことにしま

した。大沢さんは、「林さんの住宅兼

事務所は国内の居所であり、林さん

は日本に住んでいる居住者である」

「支払いの際、林さんが非居住者か

どうかを確認すべき注意義務を

負っていると解されるが、注意義務

を尽くしてもなお、林さんが非居住

者であると確認できない場合は、源

泉徴収義務を負わないと言うべき」

などと主張しました。（後編へ続く）

　相続・贈与について気になること

があれば、お気軽にご相談ください。
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支払金額の89.79％相当額
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   設定は実話に基づき一部
　脚色しています。

記事提供：相続・贈与相談センター本部

税理士法人エクラコンサルティング

POINT

2

● グローバル化が進む現代、不動
産取引の相手が居住者か非居住
者かを確認する必要がある

● 売主が非居住者の場合、買主が
支払金額の10.21％相当額を税
務署に納付する

前
編

*1：「非居住者」とは、「居住者以外の個人」をいいます（所

得税法2五）。

「居住者」は、「日本国内に住所を有し、または現在まで引

き続いて1年以上居所を有する個人」とされていますか

ら、「非居住者」は次のいずれかに該当する者ともいえま

す（所得税法2三）。

a日本国内に住所も居所も有していない人

b日本国内に住所がなく、かつ、日本国内に引き続き居所

を有している期間が1年に満たない者

*2:「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」

かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになり

ます。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこ

かで判定されます。

*3：不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個

人が自己またはその親族の居住の用に供するためのも

のである場合には、源泉徴収の必要はありません。



今からできる相続対策

1ページの記事にあるように、平成
27年の相続税課税対象者の割合が
従来と比べ、ほぼ倍増しました。そ
の原因は平成27年1月1日の相続税
改正で、相続税基礎控除額が引き
下げられたからです。改正によって
相続税は身近な税金になりました。
対策を行うにあたって、どのような
ポイントがあるのかを簡単に解説し
ます。

　はじめに、相続税の課税対象者

の割合が8.0％まで増えた原因で

ある、基礎控除額の引き下げにつ

いて、具体的にみていきましょう。

相続が発生した場合、相続財産が

基礎控除額を超えてはじめて相続

税がかかります。平成26年12月

31日までに発生した相続について

の基礎控除額は、5,000万円＋

（1,000万円×法定相続人の数）で

した。たとえば、夫が亡くなり、相

続人が妻と子供2人だった場合は、

夫の財産総額が5 ,000万円＋

（1,000万円×3人）＝8,000万円

を超えなければ相続税がかからな

かったのです。

　一方、平成27年１月１日以降に

発生した相続では、基礎控除額が

3,000万円＋（600万円×法定相

続人の数）になりました。相続人が

妻と子供2人だった場合の基礎控

除額は3,000万円＋（600万円×3

人）＝4,800万円と、改正を経てぐ

んと下がりました。これまで相続

税がかからなかった、財産総額

4,800万円超8,000万円以下の方

でも、平成27年1月1日以降の相続

からは相続税がかかるようになっ

たのです。

　都市部に住む高齢者の相続に限

定すると、相続税の課税割合は

20％近くまで高まることが推測さ

れます。もはや相続税は「富裕層だ

けの税金」とは言えなくなってき

たのです。

　富裕層でない人でもできる相続

対策としては、主に以下の2つがあ

ります。

1.節税対策
2.納税資金対策
　節税対策としては「生前贈与な

どを使ってプラスの財産を減ら

す」「マイナスの財産を増やす」「法

定相続人を増やして、基礎控除額

を増やす」「税額控除、特例を活用

する」などが挙げられます。

　生前贈与といっても、さまざま

な方法があります。「毎年贈与税の

基礎控除110万円以内の範囲でコ

ツコツ贈与する」「子や孫に、教育

資金贈与として1,500万円*1まで

一括贈与する」「おしどり贈与の特

例を利用して、配偶者に自宅を

2,110万円分*2まで贈与する」など

があります。　

　納税資金対策としては「生命保

険の活用」「延納」「物納」「遊休不動

産の売却」などが考えられます。

　相続・贈与について気になるこ

とがあれば、お気軽にご相談くだ

さい。

な
ぜ
課
税
対
象
者
割
合
が
倍
増
し
た
の
か
？

「
身
近
に
な
っ
た
相
続
」２
つ
の
対
策
方
法

3

相続対策としては
「節税」「納税資金」がオススメ

基礎控除額はどれくらい
引き下がったのか？

*1：直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非

課税上限額

*2:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者

控除上限額



なかなか聞けない相続Q&A

相続税がゼロならば申告する必要がないの？

相続が発生して、相続財
産額から相続税額を計

算して、税額がゼロならば、相続
税の申告を行う必要はないので
しょうか？

「小規模宅地等の特例」
や「配偶者の税額軽減」
を利用した場合は、相

続税がゼロになっても申告が
必要となります。

「相続税がゼロならば、申告の必

要がない」とはいちがいに言え

ません。

「小規模宅地等の特例」や「配偶

者の税額軽減」の適用を受け、

その結果相続税がゼロになっ

た場合、申告する必要がありま

す。これらの特例を受けるに

は、相続税申告書の提出が前提

Q

A
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条件となっているからです。

　なお、「小規模宅地等の特例」

の適用を受けずに、相続財産総

額が基礎控除以下であれば、相

続税の申告は必要ありません。

「小規模宅地等の特例」とは、亡

くなった方（被相続人）や生活

を共にする家族（同一生計親

族）の事業用や居住用の宅地に

ついて、一定の要件を満たした

場合、その宅地の評価額を最大

80％減額できるという制度で

す。「ある程度の規模の自宅が

ある」「自宅で商売をしている」

という方は適用を検討してみ

ましょう。

「配偶者の税額軽減」とは、被相

続人の配偶者が遺産分割や遺

贈により実際に取得した正味

の遺産額が、次の金額のうちど

ちらか多い金額までは、配偶者

には相続税がかからないとい

う制度です。

1）1億6千万円
2）配偶者の法定相続分相当額
　税理士とともに作成した申告

書は、被相続人の住所地の税務

署へ、相続開始の翌日から10ヵ

月以内に提出しなければなり

ません。

　相続・贈与について気になる

ことがあれば、お気軽にご相談

ください。


	02月号01_B.pdf
	02月号02.pdf
	02月号03.pdf
	02月号04C.pdf

